
参考資料（第２１号議案：教育総務課） 

ふじみ野市立学校設置条例新旧対照表 

改正案 現行 

(名称及び位置) (名称及び位置) 

第2条 前条の学校の名称及び位置は、次のとおりとする。 第2条 前条の学校の名称及び位置は、次のとおりとする。 

(1) 小学校 (1) 小学校 

名称 位置 

(略) (略) 

  
 

名称 位置 

(略) (略) 

ふじみ野市立東台小学校 ふじみ野市大井710番地1 
 

(2) (略) (2) (略) 

 


